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台風・地震などの非常時における登下校について  

 

 

１ 生徒が在宅中(登校前)に、春日井市に「暴風警報」や当地方に「南海ト

ラフ地震臨時情報」が発表された場合  

  (1) 「暴風警報」が発表されている場合  

暴 風  警  報  授  業  給  食(食  事) 

Ａ  午前７時までに  

      警報解除  
通常授業  

※給食の有無は前日の正午までに  

決定されます。  

●給食の中止連絡がない場合は、  

給食があります。  

●給食の中止連絡があった場合は、  

弁当持参になります。  

Ｂ   午前７時以降  

  午前 11 時までに  
      警報解除  

 
５時間目から  
   授業開始  

自宅で食事  

Ｃ   午前 11 時を過ぎ  
ても警報が発表さ  
れている場合  

休校(授業はありません) 

○道路や建造物等の破損、冠水等で登校が危険と保護者が判断した場合は、

登校しないでください。  

○下校は、通常の下校時刻になります。  

(2) 震度５弱以上の地震が発生した場合。  

自宅待機になります。登校しないでください。  

 

（3）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」の発表された場合  

       ・通常通り、教育活動を行います。  

      ・校外活動については発表後に出発する場合は一時見合わせます。  

      ・後に発表される臨時情報に備え、学校で情報収集を行います。  

 

    （4）（3）の発表後に、気象庁から以下の臨時情報が発表された場合  

    ア  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）  

      ・通常の授業や行事は行い、授業終了後には、生徒を速やかに

帰宅させます。  
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      ・部活動や補習については実施しません。  

      ・校外活動については、発表後に出発する場合は延期（中止）

します。  

      ・学校は、学校の立地条件や生徒の登下校の状況を勘案して、

必用と判断した場合には、臨時休業とします。  

    イ  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）  

      ・通常通り、教育活動を行います。  

      ・校外活動については、発表後に出発する場合は延期（中止）

し、校外で活動中の場合は速やかに帰宅させます。  

    ウ  南海トラフ地震臨時情報（調査終了）  

       ・通常通り、教育活動を行います。  

  

２ 生徒が在校中に春日井市に「暴風警報」や当地方に「南海トラフ地震臨

時情報」が発表された場合・震度５弱以上の地震が発生した場合  

  (1) 「暴風警報」が発表された場合  

   当日の授業をすべて中止し、安全を確認して、速やかに、下校させ

ます。  

 

  (2) 震度５弱以上の地震が発生した場合  

     

当日の授業・部活動等をすべて中止し、通学路など学校の周囲の安全を確

認した上で速やかに下校させます。  

 

 

（3）「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」の発表された場合  

       ・通常通り、教育活動を行います。  

      ・校外活動については発表後に出発する場合は一時見合わせます。

校外で活動中の場合は、帰宅できるよう準備します。  

      ・後に発表される臨時情報に備え、学校で情報収集を行います。  

 

  （4）（3）の発表後に、気象庁から以下の臨時情報が発表された場合  

    ア  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）  

      ・通常の授業や行事は行い、授業終了後には、生徒を速やかに

帰宅させます。  

      ・部活動や補習については実施しません。  

      ・校外活動については、発表後に出発する場合は延期（中止）

し、校外で活動中の場合は速やかに帰宅させます。  

      ・学校は、学校の立地条件や生徒の登下校の状況を勘案して、

必用と判断した場合には、臨時休業とします。  

    イ  南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）  

      ・通常通り、教育活動を行います。  

      ・校外活動については、発表後に出発する場合は延期（中止）
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し、校外で活動中の場合は速やかに帰宅させます。  

    ウ  南海トラフ地震臨時情報（調査終了）  

       ・通常通り、教育活動を行います。  

※ただし、(1)～(3)の全ての場合において、通学路の通行が危険  

と認められる時などは、生徒の校内の安全な場所で待機させ、保護

者のお迎えをお願いすることがあります。  

     ※震度５弱に満たない地震の場合も、安全確認の状況によっては生

徒を学校に待機させることもあります。  

 

３「南海トラフ地震」への対応について   

(1) 令和元年５月 31 日に「南海トラフ地震に関する情報」の提供方法が  

改められました。今後は、「南海トラフ地震臨時情報」と、「南海トラ

フ地震関連解説情報」の２種類が発表されます。「南海トラフ地震臨時

情報」では、調査・評価検討会を経て、警戒が必要と判断されると、

「避難・自宅待機」等何らかの指示が出されます。  

 

(2) 関係機関からの指示がありましたら、Ｈ＆Ｓ・学校ホームページでご

連絡させていただきます。  

 

４ 警戒レベル 4 以上または「特別警報」が春日井市に発表された時  

登校前  

 (1) 午前７時の段階で、「春日井市」に大雨等による警戒レベル 4 以上

または「特別警報」が発表されている場合は「休校」となります。そ

の後、レベル 3 になってもその日は「休校」となります。  

 

(2) 午前 7 時より前にレベル 3 以下になっても気象情報に注意し、危険

があると判断した時には、登校を見合わせ、自宅待機をしてください。

また、登校中に危険箇所(河川の増水、道路の冠水、建物の倒壊等 )に

遭遇した時、あるいは、激しい降雨等、登校することに危険、困難を

感じた時は、無理して登校せずに、帰宅して自宅待機をしてください。  

 登校中・後  

(1) 午前７時から本校の始業時間までに警戒レベル 4 以上または「特別

警報」が発表された場合も「休校」です。  

登校中に警報が出たことを知った場合は無理に登校せず帰宅とします。  

すでに登校していましたら、「学校待機」とします。  

（状況によっては、「保護者のお迎え」をお願いする場合もあります。

その場合は、Ｈ＆Ｓ・学校ホームページでお知らせします。）  

 

(2) 発表後、即時に授業等を中止し、生徒を校内の安全な場所で待機さ
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せます。  

(3) その後、警戒レベル 4 以上または「特別警報」が解除されても、災

害の状況及び気象、通学路の状況等から、生徒の帰宅が困難と認めら

れる時は、引き続き校内に待機させ、生徒の安全を確保します。  

 

(4) 警戒レベル 4 以上または「特別警報」解除後、通学路等の安全確認

ができた場合は、学校からＨ＆Ｓ・ホームページでご連絡いたします。  

 

５ 大雨・洪水・雷などで危険な場合  

   (1) 登校前に春日井市に「大雨洪水警報」が発表されている場合でも、

安全であれば平常通り授業を行います。  

   ・   地域や通学路が安全な状況であれば、登校させてください。  

   ・   通学路が冠水し、登校不能や危険な状態になった場合は、その状況

を学校へ連絡し、自宅で待機させてください。  

 

   (2) 登校後に大雨・洪水・雷などで、危険な状況の場合は、危険がなく

なるまで生徒を学校に待機させます。また、危険が予想される場合は、

安全を確認して早めに下校させることもあります。  

「避難勧告」「避難指示」が出された地域の生徒は、安全のため学

校で待機させます。保護者の引き取りをお願いいたします。  

 

６ その他  

   (1)  緊急時は、Ｈ＆Ｓでお知らせしますので未登録の方は登録をお願い

します。また、送受信ができない状況も考えられますので、ラジオ・

テレビなどで、最新の情報を入手してください。  

 

   (2) 災害時の避難場所や連絡先を家庭で話し合っておいてください。  

 

連絡先  春日井市立知多中学校  電話   ３２－１７２７  

 

県または市の教育委員会から指示があった場合  

  ラジオ、テレビ等の報道機関を通じ、県または市の教育委員会から指示が

あった場合は、上記にかかわらずその指示に従ってください。  

 

 知多中「Ｈ＆Ｓ」について  

本校では、緊急連絡(不審者情報や異常気象時の登下校情報など )をスマート

フォン等のアプリを使って保護者へ直接連絡しています。ぜひ、活用してください。  
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